
庁内会議の検討経過について 

 

第１回 令和３年１１月１１日（木）午後３時３０分～午後５時 

議題 結論 

⑴ 施設改修について 

⑵ 令和５年度以降の施設運営方針につ 

いて 

⑴ 現在の指定管理者の契約終了後の大規模改修におい 

て、当初は令和７年度までに必要とされる改修費用を見 

込んでいたが、次回指定管理者の期間が終了する令和１ 

０年度までの経費を改めて見込んだことにより、実施設 

計の経費として３８０万円で見込んでいた金額が、 

６５０万円程度に増額する。 

⑵ 現指定管理者に引き続き指定管理を行う意思がある 

か確認する。 

また、温泉施設について識見がある者の意見も踏ま 

え、今後の在り方について、引き続き検討する 

 

第２回 令和３年１２月２２日（水）午後３時３０分～午後５時 

議題 結論 

⑴ 次期運営に向けた調査等について 

⑵ 今後の暫定的なスケジュール 

 

⑴ 温浴施設経営事業者調査及び専門家調査を実施する 

こととする。 

⑵ 令和４年１月から２月の期間に温泉コンサルティン 

グ等からの意見聴取を実施する。令和４年９月から１１

月頃に指定管理者の選定を行い、令和５年４月から閉

館、令和６年４月以降から新指定管理者での運営開始を

目指して進めていくこととする。 

なお、経営改善に向けて、料金の減額等の方策を検討

するものとする。 

 

第３回 令和４年３月３１日（木）午後１時３０分～午後３時 

議題 結論 

⑴ 次期運営の指定管理について 

⑵ 今後の暫定的なスケジュール 

 

⑴ 温浴施設の在り方（プール廃止でサウナ設置な 

ど）について、指定管理料の有無も含め、継続審議と

する。 

⑵ 前回の結論を変更し、令和４年１１月から令和５年１ 

月頃に指定管理者の選定（募集からプロポーザル）を行

い、令和５年４月から閉館、令和６年４月以降から新指

定管理者での運営開始を目指して進めていくこととす

る。 

資料８ 



 

第４回 令和４年８月１６日（火）午後３時～午後４時３０分 

議題 結論 

⑴ 次期運営の指定管理について 

⑵ 今後の暫定的なスケジュール 

⑴ 事業者ヒアリングの結果、すべての事業者が指定管

理料は必要と回答した。指定管理者の応募の有無は実

際に行わなければ分からないとし、議題については継

続審議とする。 

⑵ 前回の結論を変更し、令和４年９月から１１月頃 

に指定管理者の選定（募集からプロポーザル）を行い、

令和５年４月から閉館（９か月維持管理・１２月以降の

改修工事）、令和６年７月以降から新指定管理者での運

営開始を目指して進めていくこととする。 

 

 

第５回 令和４年８月２５日（木）午前９時３０分～午前１１時３０分 

議題 結論 

令和５年度以降の市立温泉施設の運営

等について 

公募条件について、以下の通りとする。 

・施設の改修の実施を前提として指定管理料は払わない。 

・指定管理期間は令和６年７月から５年間とする。 

・応募が無かった場合、令和５年４月以降は一時休館とし、

外部有識者で構成する委員会で検討を行うこととする。 

 

 

第６回 令和４年１０月２７日（木）午後４時～午後５時３０分 

議題 結論 

市立温泉施設の一時閉館に係る対応に 

ついて 

 

 以前実施した「同種施設管理会社の意向調査」において

回答のあった事業者に対し、どのような条件（指定管理料

等）であれば受託することが可能か聴き取りを行う。 

条件次第で受託可能であれば、検討委員会に係る補正予

算計上は行わないものとする。 

 また、市報掲載時期については、改めて調整する。 

 

 

 

 

 

 



第７回 令和４年１１月１８日（金）午前１０時～午前１１時３０分 

議題 結論 

⑴ 一時閉館に係る市民向け周知文案 

について 

⑵ 委託業務の内容について 

⑶ 外部委員会の委員構成について 

⑷ 温泉施設の検討に関するスケジュ 

ールについて 

 

⑴ 市報令和５年１月１５日号に掲載することとし、内容に 

ついては市民に分かりやすい文章に修正する。 

⑵ 委託業務の内容 

 ① 基礎データの分析（現状把握、市場環境の把握分析、

改修の効果費用、方向性検討の条件整理） 

 ② 会議運営支援 

 ③ 検討結果報告作成支援 

 ④ 検討結果を踏まえた方針の作成支援 

 ⑤ 報告書の印刷（１００部） 

⑶ 外部委員会の委員構成について 

 ① 大学教授１人 

 ② 経営コンサルタント１人 

 ③ 商工関係者１人 

 ④ 観光まちづくり協会関係者１人 

 ⑤ 金融機関関係者１人 

 ⑥ 農業団体関係者１人 

⑷ 外部検討委員会における検討は令和５年度上半期に、市

の方針策定は令和５年度末までに終了するものとし、状況

によっては終了時期を可能な限り早めることとする。 

  なお、検討委員会は外部のみとし、庁内は設置しない。 

しかし、外部の検討委員会で検討するにあたり、市役所

職員へ向けたアンケート調査や庁内検討結果を参考にし

ていただくとともに、検討委員会の審議経過は庁内の関係

者に途中１～２回報告する。 

 


